
有機農産物、有機加工食品、有機畜産物及び有機飼料のＪＡＳのＱ＆Ａ改正案 新旧対照表 

（傍線部分は改正箇所） 

改正後 改正前

（答） 

登録認証機関と事業者の双方においてリモート接続に必要な環境が整備されており、現地を訪問して行

う実地調査と同水準の内容が確保できる場合は、有機農産物、有機畜産物、有機加工食品及び有機飼料の

認証事業者（生産行程管理者、小分け業者、輸入業者）に対し登録認証機関が行う実地調査は、１の実施

方法により、２の事項に留意した上でリモートで行うことができます。 

 ただし、運用に万全を期するため、実地調査をリモートで行う場合でも、少なくとも４年に１回は訪問

調査を行うこととしてください。 

 実地調査をリモートで実施するか従来どおり訪問調査で実施するかは、認証事業者の意向も踏まえて判

断してください。 

ただし、次の場合は訪問調査を行うこととします。 

① 新規認証の調査（又はほ場・施設追加の調査）。

② ２年目以降の調査であっても、書類調査の結果等から、訪問調査を行う必要があると判断したと

き。

なお、訪問調査が必要な場合にあっても、追加的なヒアリングや書類の徴収をオンラインで行うことは

差し支えありません。 

１・２ （略） 

（答） 

登録認証機関と事業者の双方においてリモート接続に必要な環境が整備されており、現地を訪問して行

う実地調査と同水準の内容が確保できる場合は、有機農産物、有機畜産物、有機加工食品及び有機飼料の

認証事業者（生産行程管理者、小分け業者、輸入業者）に対し登録認証機関が行う実地調査は、１の実施

方法により、２の事項に留意した上でリモートで行うことができます。 

 ただし、運用に万全を期するため、実地調査をリモートで行う場合でも、少なくとも４年に１回は訪問

調査を行うこととしてください。 

 実地調査をリモートで実施するか従来どおり訪問調査で実施するかは、認証事業者の意向も踏まえて判

断してください。 

ただし、次の場合は訪問調査を行うこととします。 

① 新規認証の調査（又はほ場・施設追加の調査）。

② ２年目以降の調査において、書類調査の結果等から、訪問調査を行う必要があると判断したとき。 

１・２ （略） 

（問 35－７）有機農産物、有機畜産物、有機加工食品及び有機飼料の認証事業者（生産行程管理

者、小分け業者、輸入業者）に対し登録認証機関が行う実地調査について、新型コロ

ナウイルス感染症の影響にかかわらず、リモートで実施することはできますか。

（問 35－７）有機農産物、有機畜産物、有機加工食品及び有機飼料の認証事業者（生産行程管理

者、小分け業者、輸入業者）に対し登録認証機関が行う実地調査について、新型コロ

ナウイルス感染症の影響にかかわらず、リモートで実施することはできますか。


